富士山南東消防組合救急車同乗実習実施要綱
令和８年４月１日　　
（目的） 
第１条 この要綱は、医療従事者等が救急車の同乗等による救急業務の現場を経験すること（以下「同乗実習」という。）により知見を得、及びその者の救急活動への理解の向上を図るため、同乗実習の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（実習生）
第２条　同乗実習を受けることができる者（以下「実習生」という。）は、次の各号に掲げる医療従事者等とする。 
(1)　医師、看護師、自衛官その他の医療に従事する者
(2)　医大生、看護学生その他医療に従事すると見込まれる者 
(3)　救急業務に従事し、又は従事すると見込まれる者
(4)　前３号に掲げるもののほか、消防長が認める者 
（同乗実習の申請等） 
第３条　実習生が勤務し、又は在籍する病院、学校等の代表者（以下「申請者」という。）は、当該実習生の同乗実習を希望する日の２月前までに、消防長に対し、救急車同乗実習申請書（様式第１号）を提出するものとする。 
２　同乗実習に係る要望等について協議を要するときは、前項に規定する申請の後に警防救急課と協議するものとする。この場合において、警防救急課は、同乗実習の実施を計画する消防署と調整を行うものとする。
３　消防長は、第１項に規定する申請について、同乗実習の実施が適当であると認めたときは、救急車同乗実習承諾書（様式第２号）により申請者に対して通知するものとする。
（実習時間）
第４条　実習時間は、日勤勤務時間である午前８時30分から午後５時15分までの間又は当直勤務時間である午前８時30分から翌日午前８時30分までの間のいずれかとする。
（感染防止対策等）
第５条　実習生は、同乗実習中の感染防止対策及び安全対策として、感染防止衣及び安全管理用具を準備しなければならない。
（実習生の報酬等） 
第６条 消防長は、実習生に対して、報酬、賃金、手当等を支給しないものとする。
（同乗実習の費用） 
第７条 消防長は、同乗実習に要する費用を徴収しないものとする。 
（実習生の服務等） 
第８条　実習生は、同乗実習に専念し、実習目的の達成に努めなければならない。
２　実習生は、消防職員が遵守すべき法令等の定めに従うものとし、実習責任者（同乗実習に関して指導、監督等を担当する消防職員をいう。以下同じ。）の指導、指示等に従わなければならない。
３　実習生は、富士山南東消防組合（以下「組合」という。）の信用を失墜させ、又は不名誉となる行為をしてはならない。 
４　実習生は、同乗実習により知り得た個人情報及び組合内部の情報を他に漏らしてはならない。同乗実習を終了した後も同様とする。
５　前２項の規定に従わず、実習生が故意若しくは過失により組合の信用を失墜させ、若しくは不名誉となる行為をし、又は同乗実習により知り得た情報を他に漏らしたことにより、組合に損害を生じさせたときは、申請者及び実習生は当該損害について組合に対し連帯して責任を負う。 
６　実習生は、病気等のため予定されていた同乗実習を受けることができない場合には、あらかじめその旨を実習責任者に連絡しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合には、事後速やかに実習責任者に連絡するものとする。 
（同乗制限） 
第９条　実習責任者は、出場指令の内容等から判断して、救急現場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該出場する救急車に実習生を同乗させないものとする。 
(1)　危険な場所であると認めるとき。
(2)　複数の傷病者がいるとき。
(3)　前２号に定めるもののほか、実習生を同乗させることが現場活動に当たり、特に支障があると認めるとき。
（事故対応等） 
第10条　申請者及び実習生は、同乗実習中に生じさせた全ての事故について、自らの責任において対応しなければならない。 
２　実習生が故意又は過失により組合又は第三者に損害を生じさせた場合には、申請者及び実習生は、組合又は第三者に対して連帯して責任を負う。 
（同乗実習の中止） 
第11条　消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、同乗実習を中止するものとする。
(1)　大災害、感染症の蔓延等により、同乗実習を実施することができないと認めるとき。
(2)　実習生が実習責任者の指導又は指示に従わないとき。
(3)　実習生の健康状態等により、同乗実習の継続が適当でないと認めるとき。
（事務処理） 
第12条　同乗実習の申請に係る事務その他の事務手続については、警防救急課において処理するものとし、同乗実習の実施及び実施に関する実習生への連絡等については、同乗実習を実施する消防署長及び実習責任者において行うものとする。 
（補則） 
第13条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附　則 
この要綱は、制定の日から施行する。 

